
令和６年度第４回美浦村定例教育委員会議事録 
 

◯開会日時   令和６年７月２５日（木）午前９時３０分 
◯閉会日時   令和６年７月２５日（火）午前１０時３０分 
◯開会場所   美浦村役場 ３階 委員会室 
◯出席委員等 

教育長           山﨑 満男 
教育長職務代理者      小松 正樹 
委 員           田組 順和 
委 員           浅野 千晶 
委 員           石橋 慎也 

◯出席事務局職員 
 教育部長          小山 久登 
学校教育課長        松葉 時男 
指導室長          若林 功 
子育て支援課長       葉梨 裕美 
生涯学習課長        石川 大志 
美浦幼稚園長        矢﨑 和子 
大谷保育所長        広瀬 良子 
木原保育所長        加藤 厚子 

◯欠席委員           なし 
◯傍聴人            ０人 
◯提出議案及び議決結果 

 

案  件 審議結果 

議案第１号 
美浦村教育委員会事務局処務規程の一部を改正する

規程 可決 

議案第２号 令和７年度使用教科用図書の採択について 可決 

議案第３号 美浦村中央公民館管理規則の一部を改正する規則 可決 

議案第４号 美浦村光と風の丘公園の設置及び管理に関する条例

施行規則の一部を改正する規則 
可決 

議案第５号 
木原地区多目的集会施設の管理及び運営に関する規

則の一部を改正する規則 
可決 

議案第６号 
安中地区多目的研修集会施設の管理及び運営に関す

る規則の一部を改正する規則 可決 

議案第７号 美浦村公民館等管理運営規程の一部を改正する規程 可決 

議案第８号 
美浦村体育施設等管理運営規程の一部を改正する規

程 
可決 

報告第１号 令和６年度就学援助費支給申請者及び認定者の報告

について 
－ 

 



○教育長 

ただいまより、令和６年度第４回定例教育委員会を開会いたします。本日の会議

は、全員御出席をいただいております。教育委員会会議規則第 17 条第２項により、

議事録署名委員を指名いたします。小松委員、お願いいたします。 

 

【議案第１号 美浦村教育委員会事務局処務規程の一部を改正する規程】 

【学校教育課長 説明】 

【議案第１号 原案どおり可決】 
【質疑無し】 

 

【議案第２号 令和７年度使用教科用図書の採択について】 

【指導室長 説明】 

【非公開案件】 
【議案第２号 原案どおり可決】 

 

【一括上程】 

【議案第３号 美浦村中央公民館管理規則の一部を改正する規則】 

【議案第４号 美浦村光と風の丘公園の設置及び管理に関する条例施行規則の一

部を改正する規則】 

【議案第５号 木原地区多目的集会施設の管理及び運営に関する規則の一部を改

正する規則】 

【議案第６号 安中地区多目的研修集会施設の管理及び運営に関する規則の一部

を改正する規則】 

【議案第７号 美浦村公民館等管理運営規程の一部を改正する規程】 

【議案第８号 美浦村体育施設等管理運営規程の一部を改正する規程】 

【議案第３号～第８号 原案どおり可決】 
【質疑】 
 

〇浅野委員 

募集では３歳以上となっておりますが、詳細をお聞きしたいです。 

〇生涯学習課長 

この通信を発行した当初は３歳以上という条件で募集をかけたんですが、実際に

３歳４歳の子が来た際に、この年齢の子を見るのは難しいということで、現在は小

学生に修正して募集をかけ直しているところでございます。 

〇浅野委員 

地域クラブにあたっては施設の使用料については免除ではなく減免なのでしょう

か。 

〇生涯学習課長 

丸々免除というわけではなく、中央公民館であれば、例えば２部屋使いたいとい

う場合には、１部屋分のみ減免になるなどといった形になります。時間について

も、４時間以上は通常の料金をお支払いしていただくという形になっておりまし

て、光と風の丘公園野球場だと、対象時間が２時間３０分、テニスコートだと１面

で２時間、多目的競技場だと４時間、そういった時間と場所の制限等は一部あると

ころでございます。 



〇浅野委員 

公認地域クラブは、学校の部活動に任せるだけではなく、地域全体で文化活動、

支えていくという、そういう趣旨のものであるのなら、いわゆる同好会、やりたい

人たちが集まって施設を借りるというのと、減免の条件が同じでいいのかなという

のがちょっと基本的な疑問にあります。というのは、やはり施設にかかるお金は、

利用する参加者が負担をすることになると思います。当然やりたいんだから、やり

たい人が経費を負担するのは当然なんですけれども、このようにこれから学校に任

せてた部活動を地域で、もっと広く支えましょうということで、そこへ行かざるを

えなくなる子どもさんたちが、それを同じように負担するようになるわけですね。 

そういった仕組みを私は疑問に思うんですけれども、その辺をちょっと説明して

いただけますでしょうか。 

〇生涯学習課長 

今のご質問にあった通り、団体によっては本当に１日中活動するような団体もあ

るというように想定しているところでございます。地域クラブへの移行も始まった

ばかりですので、しっかりその実態を把握しながら、クラブに寄り添って我々も支

援できるように、時間だとか、場所だとか、そういったところも研究して、必要で

あれば、規則、規程を改正して、適切な仕組みとともに減免の拡大等も検討してい

きたいというふうに考えております。 

〇浅野委員 

できれば、地域公認クラブというのはその他のものと同列ではなく、もっと財政

的に支えて、参加したいお子さんたちができるだけ負担額が少なく参加できるよう

にしないと、やはりそこに家庭の事情だとかで格差が生じたりしてしまうと思いま

す。公認団体については、施設利用は無料になるような支え方をしていった方がい

いんじゃないかなというふうに、私個人の意見ですけれどもそう思います。よろし

くお願いしたいと思います。 

〇生涯学習課長 

それでは、しっかり実態等調査し検証しながら進めていきたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

〇田組委員 

美浦村としての公認地域クラブをスタートしていくにあたって、本当にたくさん

のご苦労があったんじゃないかなと思います。 

その反面で１つ、やはり部活動の地域移行というのが、学校現場の中では結構求

められてる部分ではあると思いますが、現状、部活動と地域クラブがイコールかと

いうと当然そうではない部分があると思います。今後、部活動でも人数が減ってき

たり、そもそも部活動ではなくクラブチームに参加してたり、今、現状としてある

部活動のあり方をどういうふうにしていくかが、またこれからの課題になってくる

のかなと思います。 

〇生涯学習課長 

しっかり学校や指導室等と連携しながら進めて参りたいと思いますので、よろし

くお願いします。 

〇小松委員 

運営規程の第７条には、この場合における、減額の割合は公民館等の使用料の

50％とし、免除及び減額の対象というふうに書いてありますが、免除っていうの

は、どの範囲が免除になっているんでしょうか。 



〇生涯学習課長 

公認地域クラブにつきましては、免除団体ということになります。免除の場合１

室、対象時間は４時間までとなっております。この公民館等の使用料の 50％となる

団体については、減免団体であり、公認地域クラブについては、免除団体となりま

す。公民館も光と風の丘公園等の社会体育施設に関しましても、時間や場所の制限

が一部ございます。１日中使いたい場合には、当然その時間内が免除の対象になり

ます。例えば、今説明した公民館であれば、減免の対象施設は１部屋になるため、

大ホールと視聴覚室を使う場合には、視聴覚室のみ有料になります。 

また１日４時間までという制限もありますので、これが５時間、６時間使うとい

った場合には、これも有料になるという改正でございます。 

〇浅野委員 

例えば何か催し物をやろうと思って、ホールと控え室を借り、午前中練習して午

後から発表会するみたいな形だと４時間で制限されてしまうというふうになってし

まうかと思いますので、やはりできるだけお子さんたちの負担にならないような、

減免の方向に向かっていただけるとありがたいかなというふう思います。 

〇生涯学習課長 

この第 7 条１項の最後に、教育長が認めるところにより、制限時間を超えた場合

も、減免することができるという一文がありますので、必要に応じて教育長の許可

を取りながら対応したいと思っております。 

 

【報告第１号 令和６年度就学援助費支給申請者及び認定者の報告について】 

【学校教育課長 説明】 

【質疑無し】 

 

 

【その他１】 

 

〇田組委員 

ここにいらっしゃる方々は小学校の統合に向けて、本当に忙しく準備をされてい

るのかなと思います。実際に４月から統合小学校がスタートするにあたって、やっ

ぱりこの教育委員会の中でも、建物的な進捗状況だけじゃなくて、現在の状況を話

題に出していいただいてもいいのかなと思います。学校も学校で不安に感じている

部分があると思います。準備していく中で、今はこういう状態で、こういった部分

を課題として取り組んでるだとか、今、学校現場にこういうことやってもらってい

るんだとか、そういった話をできる範囲で構わないので、話題にしていってもいい

のかなと思っています。 

〇学校教育課長 

こちら統合小学校、準備委員会の方でいろいろと協議しておりますので、準備委

員会の進捗状況については適宜報告させていただきたいと思います。よろしくお願

いします。 

 

【その他２】 

 

〇浅野委員 



校章については、まだ決まってないんでしょうか。 

〇学校教育課長 

先月の準備委員会において、校章のデザインを選定していただいたんですが、一

部色合いだとか、細かな修正が入っておりまして、今月の準備委員会の方でまた協

議の方をしていきます。大元となるデザイン既に決まってはおりますので、来月の

定例教育委員会の方ではデザインをお示しできるかなと思います。 


